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マラウイ国地下水開発計画準備調査 
ソフトコンポーネント計画書 

 
１．ソフトコンポーネントを計画する背景 
１－１ 無償本体事業の概要 

マラウイ国ムワンザ県、ネノ県の対象120箇所において、給水施設の建設及び機材調達を行い、

安全な水へのアクセス人口の増加、アクセス率の改善を図ることを目的に実施される。 
本計画は、詳細計画時から工事終了時の運用開始前まで段階的に維持管理及び維持管理体制

の整備支援を行うものである。 
 
１－２ 「マ」国での住民主導型運営維持管理（CBM）体制の推進と支援体制 
（１）背景 

1998年の地方分権化政策により、深井戸建設を含む社会資本整備は、県を中心に計画、実施、

維持管理される方針に転換された。また、住民主導型運営維持管理方式（CBMプログラム）と

して普及が進められている。ただ、いずれも過渡期にあり、予算不足や人材不足のため、依然

省庁やドナーの支援を必要としている。 
（２）中央及び地方の維持管理体制（図－１に維持管理体制図を示す） 

灌漑･水資源開発省において給水施設の維持管理を担う水供給局のCBMコーディネーターか

ら地域水資源開発事務所の CBM コーディネーターを通じて各県の水開発局に対し、技術指導

を行っている。 
県水開発局及び関連局の指導により、給水施設を運営維持管理するための住民組織として、

大部分の村には村落衛生・水委員会（VHWC）が設置されており、村落内に複数の給水ポイント

がある場合にはそれぞれのポイントにおいて給水施設委員会（WPC）が VHWC の下部機関として

設置されている。 

VHWC は多少の例外はあるものの、原則として構成メンバーは１０名で、男女５名ずつとな

っている。メンバーの中から正・副委員長、書記、会計係、保守・点検係（ケアテーカー）な

どが任命される。給水施設委員会の構成メンバーも１０名で、主な役割は水料金の徴収と施設

の点検、補修である。また、ケアテーカーでは対応できない重大な故障を修理するため、エリ

アメカニック（AM）と呼ばれる地域担当のメカニックを養成している。ムワンザ県で１１名、

ネノ県で１２名の AM がおり、さらに数名の AM を養成する計画である。これらの AM は、水

管理委員会との契約に基づいて、施設の点検、修理サービスを提供している。このサービスは

有料であるため、すべての村落衛生・水管理委員会と契約を締結しているわけではないが、ム

ワンザ県では全体の 62%の委員会がこのサービス契約を締結している。 
（３）CBM プログラム 

以上のような体制のもと、CBM プログラムでは、プロジェクトで建設される深井戸給水施設

が、利用者によって効率的かつ持続的に利用されるような体制を整備するため、県および TA
レベル（Traditional Authority：近隣地域の村落の長が集まる非公式な組合。組合長を TA チーフ

と呼ぶ）での関係者との十分な事前協議を行い、住民がプロジェクト開始段階から参加するこ

とによって、給水施設に対する意識を高めるとともに、その上で給水施設の運営維持管理とそ

の技術普及を担当する県普及員の技術能力の向上、住民組織役員（Committee members）の能力

向上研修、ならびに一般水利用者のための衛生教育を実施することになっている。 
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支援

ムワンザ県、ネノ県　調整小委

員会（DCT)

●　計画･開発局

●　保健局

●　地域開発局、等

村落レベル
の維持管理
体制

実施機関による
支援体制

水管理委員会（ＷＰＣ）

・正・副委員長　各1名

・会計係　各1名

・保守・点検係（ハンドポンプ・ケ

アテーカー）2名

・書記　1名

ハンドポンプ・エリアメ

カニック

村落衛生水管理委員会

（ＶＨＷＣ）

 ・正・副委員長

 ・会計係

 ・書記ほか　計10名

灌漑・水資源開発省

MoIWD

水供給局CBMコーディネーター(1名）

南部地域水資源開発局事務所

CBMコーディネーター(1名)

水開発局（WDO）

ムワンザ県（局長・普及

員　3名->4名へ）

ネノ県（局長･普及員　4

名)
サポート

報告

報告

研修、重大

な故障修理

の要請

報告

技術指導

技術指導

研修、技術

支援

助言、部品

供給等

維持管理

サービス

契約、サー

ビス料支払

　　　普及員チーム（3班体制)

●　水開発局　各県3名

●　保健局　各県3名

●　地域開発局　各県3名

報告

研修、助言

報告

村落毎に１

委員会が設

置される

水源毎に１

委員会が設

置される

ムワンザ県　現在11名

　　　->　18名(計画中)

ネノ県　現在12名

　　->　15名(計画中)

 
図 -１ 運営維持管理体制 
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１－３ 対象地区における運営維持管理体制の課題 
準備調査を通して対象地区での水利用および維持管理、CBMプログラムについて以下のよう

な課題が明らかとなった。なお、「マ」国政府は、県の給水施設維持管理体制整備を進めてい

るものの、実態として、ドナーが実施する給水施設建設案件においては、CBMプログラムもド

ナーが実施するケースが多い。 
 

（１） 県レベルの普及員の増員及び他部局からの支援による普及員チームの体制確立 
県水開発事務所は県政府機関の中で給水衛生部門を担当しており、農村部における県全体の

給水衛生に関する調整機関としての役割を果たしている。しかしながら、給水施設の維持管理

ならびに維持管理技術指導のための普及員は要員数、技術力ともに十分ではなく、本省および

地域事務所からの技術支援が不可欠であり、人員的にも他部局などからの支援が必要である。 
（２） 維持管理普及員の教育 

県レベルでの要員数を補完するため、エリアメカニックと呼ばれる地域担当のメカニックを

選任し、上記普及員が技術研修を行って、給水施設の簡易な修理や保守点検作業を行っている。

しかしながら、既存の給水施設数や今後建設される予定の給水施設数を考慮した場合、既存の

エリアメカニックの要員数は不十分であり、さらに数名のエリアメカニックの選任と技術研修

が必要である。そのためにも上記普及員の技術研修を早期に実施し、かれらの技術能力の向上

を図ることが必要である。 
（３） VHWC未設置村落の解消、新規WPCの設立推進 

対象地区の多くの村落では、村落レベルにおける給水施設の運営維持管理を担当するための

村落衛生水管理委員会（VHWC）が結成されており、また、村落内に複数の給水施設がある村

落では給水点ごとに水管理委員会（WPC）が設置されている。しかしながら、本プロジェクト

の対象地区のうちVHWCが設置されていない村落がおよそ10％あること、また、新規に給水施

設が建設される村落においてはVHWCないしWPCを早急に設置する必要がある。 
（４） VHWV／WPCメンバーの研修･教育による組織強化 

既存のVHWCまたはWPCにおいてはケアテーカーと呼ばれる保守・点検係が給水施設の日常

点検を行い、簡易な故障の修理も実施することになっているが、一部の村落ではゴム栓の交換

などごく簡易な保守点検作業が実施されていないケースが見られた。また、一部の村落では維

持管理費用を定期的に徴収していない例も見られた。このような状況を考慮し、VHWCやWPC
などの住民組織役員に対しては、技術研修のほかに維持管理費用の算定・徴収なども含めた組

織管理研修を実施する必要がある。 
（５） 住民への衛生教育 

調査対象村落では既存のハンドポンプ給水施設（HP）が多くみられ、70％以上の村落にHP
が設置されている。しかしながら、家屋からHP設置場所が遠いため、HPよりも近い距離にある

在来水源（手掘り浅井戸など）を利用する住民が全体の50%以上（ネノ県では60%以上）を占

めている。これら不衛生な在来水源の水の利用に慣れた住民に対し、安全な水を利用した健康

的な生活の利点を理解してもらうための衛生教育の実施が必要である。 
 

１－４ ソフトコンポーネントの必要性 
準備調査の過程で、維持管理及び維持管理体制の整備は「マ」国側負担事項であることを再

三説明したものの、�予算や体制の不足により、現実として「マ」国側だけに負担させると、

CBMプログラムの実施までに時間がかかり、維持管理が適切に実施されない可能性があるこ

と、�両県にとって、これだけの給水施設が短期間に建設されるのは初めてであり、両県のCBM
プログラムの実施経験だけでは間に合わず、日本側の協力により効率的に実施する必要がある

こと、から、本プロジェクトにおいて、円滑な立ち上がりと成果の持続性確保のためソフトコ

ンポーネントを実施する必要性があると考える。 
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２．ソフトコンポーネントの目標 

本プロジェクトにおけるソフトコンポーネントの目標は、「円滑な立ち上がりと成果の持続

性確保のため、CBMプログラム及び村落の実態に基づいた住民主体の自立的維持管理体制が確

立され、本プロジェクトにおいて建設された給水施設が住民によって運営・維持管理される」

とする。 
 
 

３．ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントの実施により期待される成果は以下の通りである。 
成果１：CBMプログラムに基づいた住民主体の自立的維持管理体制が確立され、住民によ

って給水施設が持続的に運営・維持管理される（課題（１）（３）（４）） 
成果２：実施機関の維持管理指導・サービスが向上する（課題（２）） 
成果３：住民の衛生意識が向上する（課題（５）） 

 
 
４．成果達成度の確認方法 

上記の成果達成度を確認するための測定方法は次の通りである。 
（１）成果１：CBMプログラムに基づいた住民主体の自立的維持管理体制が確立され、住民によ

って給水施設が持続的に運営・維持管理される 
 

指標１－１：村落衛生水管理委員会（VHWC）及び水管理委員会(WPC)の設立、活動状況 
・新規に設立されたVHWC、WPCのリスト（村落名、委員会役員メンバー表） 
・委員会の活動状況（会議議事録およびケアテーカーへの聞き取り） 

 
委員会の活動状況についてはモニタリング用チェックリストを用いて各担当普及員が村落を

巡回の際に委員会役員（ケアテーカー等）から聞き取りを行う。 
 

チェック項目（案）は下記の通りである。 
 

- 委員会役員の現有メンバー数（男女別） 
- 委員会が開催した会議の回数、内容 
- 水料金の徴収および管理状況（徴収金額、保管方法、用途別使用金額） 
- ハンドポンプの点検状況（回数、部品交換等） 
- 委員会活動の阻害要因（問題点）およびその原因 

 
（２）成果２：実施機関の維持管理指導・サービスが向上する 

指標２－１：維持管理指導普及員に対する研修 
・研修記録（日時、研修内容、受講者名） 
・受講者の理解度テスト（研修内容についての理解度） 

 
研修項目（案）とテスト項目（案）は次の通りである。 
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表－１   研修項目とテスト項目 
研修項目（案） テスト項目（案） 

1．組織管理 

1-1 組織形成の手続き  

1-2 リーダーシップ 

1-3 問題解決法 

2．保守点検および修理技術 

2-1 給水施設の村落主体による維持管理につい

ての背景、内容 

2-2 Afridevポンプの構造、機能 

2-3 Afridevポンプの日常保守点検、修理実技 

2-4 維持管理費の管理（算定法、徴収法等） 

3. 衛生教育  

3-1 衛生の基礎知識  

3-2 水汚染の原因と防止法  

3-3 給水施設の衛生管理（衛生保護） 

 

 研修実施後に受講者に対し研修項目ご

とに理解度を聞き取る 

 理解度テストの概要は下記の通り 

・各研修項目に対する理解度を聞き取る（よ

く理解できた、かなり理解できた、あまり

理解できなかった） 

・あまり理解できなかった項目についてそ

の理由をくわしく聞き取る。 

 

 
- VHWC、WPCなどの住民組織形成に関する知識の理解度（住民組織形成に必要な集団力学、

リーダーシップ理論、問題解決手段等） 
- 給水施設（ハンドポンプ等）の維持管理業務（修理技術等）に関する理解度 
- 維持管理業務の財務面に関する理解度（組織の運営規約、維持管理費の算定法、水料金の

徴収方法および保管方法等） 
- 衛生教育に関する理解度（水と衛生改善の関係、個人・世帯・公衆レベルの衛生改善方法、

地下水流域を含めた水源周辺の衛生保護方法等） 
 

指標２－２：給水施設委員会の研修記録と理解度 
・日時、研修内容、参加者名 
・給水施設委員会役員の研修と研修後の理解度テスト 

 
研修項目（案）とテスト項目（案）は次の通りである。 

 
表－２   研修項目とテスト項目 

研修項目（案） テスト項目（案） 

1．組織管理 

1-1 組織形成の手続き  

1-2 リーダーシップ 

1-3 問題解決法 

2．保守点検および修理技術 

2-1 給水施設の村落主体による維持管理につ

いての背景、内容 

2-2 Afridevポンプの構造、機能 

2-3 Afridevポンプの日常保守点検、修理実技

2-4 維持管理費の管理（算定法、徴収法等） 

3. 衛生教育  

3-1 衛生の基礎知識 （水と衛生改善） 

3-2 水汚染の原因と防止法  

3-3 給水施設の衛生保護方法 

 

 研修実施後に受講者に対し研修項目ご

とに理解度を聞き取る 

 理解度は、1）よく理解できた 2）かな

り理解できた 3）あまり理解できなか

った、の3段階で自己評価する 

 良く理解できなかった項目については

その理由をくわしく聞き取る 

 

 
 
（３）成果３：住民の衛生意識が向上する 

指標３－１：研修実施後に住民の衛生意識が向上する 
・研修記録（日時、研修内容、受講者名） 
・受講者へのサンプル聞取り調査（研修内容についての理解度） 
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研修項目（案）とテスト項目（案）は次の通りである。 
 

表－３   研修項目とテスト項目 
研修項目（案） テスト項目（案） 

１．衛生の基礎知識 （水と衛生改善） 

２．水汚染の原因と防止法  

３．給水施設の衛生保護方法（井戸と流域管理）

４．水因性疾病とその予防法 

 

 研修実施後に受講者数名に対し研修項目

ごとに理解度を聞き取る 

 あまり理解できなかった項目についてそ

の理由をくわしく聞き取る 

 

 
 
５．活動（投入計画） 

今回の対象地域においては、対象とする井戸建設サイトは120箇所あり、村落数103箇所（ム

ワンザ県56箇所、ネノ県47箇所）のうちVHWCがすでに設立されている村落は93箇所（ムワン

ザ県51箇所、ネノ県42箇所）で、残り10村落で設立する必要がある。また、WPCは全120箇所

で今後設立する必要がある。つまり、ソフトコンポーネントによって設立の対象となるのは、

10箇所の村落のWHWCと120箇所のWPCである。 
ソフトコンポーネントの活動は、表－４に示すように詳細設計時、建設工事開始前～工事中、

工事終了時に実施する。 
まず、表－４の項目1-1及び1-2、1-3のとおり、関係者に対し、本プロジェクト及び本ソフト

コンポーネントの趣旨を説明する。その後、項目2-1及び2-2のとおり維持管理普及員へ研修を

行った後に、項目1-4-1及び1-4-2のとおりまずは4村落におけるVHWC及び10村落におけるWPC
に対しOJTも兼ねて設立、支援を行う。それ以外の6村落のVHWC及び110村落のWPCは、両県

の普及チームが継続して活動を続けて組織を設立する。 
また、項目2-3のとおり、VHWC及びWPC役員を対象とする組織強化の教育・訓練支援は3村

落合同で6か所(計18村落)で実施し、全村落民を対象とする衛生教育は10村落でOJTを兼ねた実

施支援を行い、残る対象村落は県普及員チームが継続して研修・啓発プログラムを実施する。 
プロジェクト後半に実施する項目1-5のモニタリングは、プロジェクト前半で建設され、給水

施設が運用されている村落から20箇所を選定し、県普及員チームからの研修や支援の状況、

VHWC及びWPCの活動状況を確認・評価し、将来活動への提言を行う。 
 
上述の成果を達成するための活動およびその実施時期を下表に示す。 

 
表－４  活動（投入計画、マラウイ側実施含む） 

活動主体 項目 

対象者 

必要

期間

活動内容 実施時期 成果品 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

1-1 CBMコーデ

ィネーターと

の協議及び研

修マニュアル

の作成 

本省、地域CBMコーデ

ィネーター 

5日間 ・ソフトコンポーネン

ト計画の概要説明 

・普及員研修用マニュ

アル及びツールの作成

・給水施設委員会役員

の研修用マニュアル及

びツールの作成 

詳細設計時 ソフトコンポーネン

ト計画(案) 

マニュアル･ツール

(案) 

モニタリング･評価フ

ォーム(案) 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

本省、地域CBMコーデ

ィネーター 

1-2 県関係者に

対する説明会 

両県調整委員会 

2日間（2

県合同）

・プロジェクト説明 

・参加、協力の意思確

認 

・VHWC、WPC設立の設立

要請 

詳細設計時

活動1-1終

了後 

説明報告書 

1-3 TA関係者に

対する説明会 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

地域CBMコーディネ

ーター 

7日間

（7TA x

1日） 

・プロジェクト説明 

・住民参加工事への協

力要請（アクセス道路

建設等） 

詳細設計時

活動1-2終

了後 

説明報告書 

説明用資料 
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TAチーフ、集合村村

落、村長、住民組織

代表 

・VHWC、WPC設立の設立

支援の要請 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

県維持管理普及員 

1-4-1 VHWCの設

立支援 

村長、住民 

8日間（4

村落 x 

2日） 

・プロジェクト説明 

・住民参加工事への協

力要請 

・VHWC設立の手続き説

明 

・役員の選出 

詳細設計時

活動1-3終

了後。 

 

VHWCリスト 

VHWC設立記録 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

県維持管理普及員 

1-4-2 WPCの設

立支援 

 

村長、VHWC関係者、

対象地の住民 

10 日 間

（ 10 村

落  x 1

日間）

・プロジェクト説明 

・住民参加工事への協

力要請 

・WPC設立の手続き説明

・役員の選出 

工 事 開 始

前、工事中

 

WPCリスト 

WPC設立記録 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

県維持管理普及員 

1-5 モニタリン

グによる活動

の評価 

WPC代表者、ケアテー

カー 

20 日 間

（2県 x 

10 村 落

ｘ １ 日

間） 

・モニタリング 

・モニタリング評価 

 

工事終了、

運用開始約

3ヶ月後 

モニタリング結果 

評価及び提案 

 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

地域CBMｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

2-1 県維持管理

普及員の研修 

県維持管理普及員 

2日間（2

県 合 同

x 2 日

間） 

・組織管理（組織形成）詳細設計時

活動1-1終

了後 

研修記録 

研修用マニュアル 

研修用ツール 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

地域CBMｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

2-2 県維持管理

普及員の研修 

県維持管理普及員 

4日間（2

県 合 同

x 4 日

間） 

・組織管理 

・衛生教育 

・保守点検・修理技術

工事前 研修記録 

研修用マニュアル 

研修用ツール 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

県維持管理普及員 

2-3 VHWC 及 び

WPC役員に対す

る研修 

VHWC及びWPC 委員

長、書記、会計、保

守点検係 

18 日 間

（3村落

合同 x 

3日間 x

6か所）

・組織管理（組織形成）

・保守点検・修理技術

・財務管理 

・流域管理、衛生教育

工 事 終 了

時、運用開

始前 

活動1-4終

了後。 

研修記録 

研修用マニュアル 

研修用ツール 

邦人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

県維持管理普及員 

3 衛生教育（全

村落民対象） 

全住民 

10 日 間

（2県ｘ

5村落 x 

1日間）

・衛生の基礎知識 

・水汚染の原因と防止

法 

・給水施設の衛生保護

方法 

・水因性疾病と予防法

工事中、工

事終了時 

活動1-3終

了後。 

衛生教育用マニュア

ル、 

教育用ツール 
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表－５ 邦人ソフトコンポーネント要員のMM  

時期 内容 実働日 
換算 

（／0.67）
MM 

詳細設計時 

・1-1 MoIWD＆地域コーディネーター活動及びﾏﾆｭｱﾙ協議等５日 

・1-2 両県協議１日、両県 CBM 関係者協議１日 

・2-1 両県普及員研修（組織形成)２日 

・1-3 ７TA 関係者説明・協議 7日 

・1-4-1 VHWC 設立８日 

・報告書１日 

・協議報告 1 日 

26 38 １

工事開始前～

工事中 

・MoIWD＆地域コーディネーター打合せ１日 

・両県 CBM 関係者協議１日 

・2-2 両県普及員研修（組織管理、衛生教育、保守点検･修理)４日

・1-4-2 WPC 設立支援 10 日 

・2-3 VHWC・WPC 組織強化研修 18 日 

・3 衛生教育 10 日 

・報告書 2日 

・協議報告 2 日（県・省） 

48 71 ２

工事後半 

・1-5 村落ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 20 日 

・報告書 2日 

・協議 2日(県・省） 

24 35 １

合計 ４

 
 
６．実施リソ－スの調達方法 

ソフトコンポーネントは、MoIWDのCBMコーディネーター（本省及び南部地域水開発事務

所）の協力を得ながら、本邦コンサルタントと現地コンサルタントによって実施する。現地コ

ンサルタントは、類似案件の経験を有する候補者を面接によって資格・経歴などを個別に審査

し、適当と思われるコンサルタントを邦人コンサルタントが現地にて雇用する。 
MoIWDのCBMコーディネーター及び各県の普及活動員（WMAなど）はいくつかの給水プロ

ジェクトにおいてCBM活動を実施した経験を有しているため、これらの有経験者を有効に活用

して活動を推進する。ムワンザ県とネノ県では県水開発事務所の普及員（WMA）のほかに、

保健事務所及び地域開発事務所からも過去に類似案件で経験を有する普及員のリストを提示さ

れており、これらの普及員を各県３班に編成して活動を計画する。 
活動実施のために配置が想定される要員の配置および主な役割を下表に示す。 
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表－６  ソフトコンポーネント要員の配置と主な役割 
要員 担当分野 人数 担当業務 

邦人コンサルタン

ト 

運営維持管理

計画 

１名 

（４M/M） 

ソフトコンポーネント計画の立案およびプログラムの

全体管理。実施機関担当官及び現地コンサルタントに対

する技術指導。施主および日本側関係機関への連絡・報

告及びプログラム関係者との調整、工事担当者との調

整。（邦人コンサルタントと現地コンサルタントはペア

で業務を行う） 

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
要
員 

現地コンサルタン

ト 

全体調整（運

営維持管理） 

１名 

（４M/M） 

ソフトコンポーネントに関わる委託業務の全体統括。各

業務の遂行に必要な準備と進捗管理。実施機関および邦

人コンサルタントへの活動報告。（邦人コンサルタント

と現地コンサルタントはペアで業務を行う） 

 

実施機関（CBMコー

ディネータ） 

運営維持管理

指導 

２名（合計２

M/M程度） 

ソフトコンポーネント全体活動に対する助言。維持管理

指導普及員に対する技術研修を含めた技術指導。MoIWD

への進捗状況報告。関係省庁、他ドナーとの調整、協力

要請。 

（人件費・日当など、「マ」負担） 

県政府（県水開発

事務所所長） 

運営維持管理

業務の全体調

整 

２名（合計２

M/M程度） 

ソフトコンポーネント計画の全体調整。維持管理指導普

及員の活動内容の管理。MoIWDへの進捗状況報告。関係

省庁、他ドナーとの調整、協力要請。 

（人件費・日当など、「マ」負担） 

県政府（維持管理

普及員） 

維持管理指導 ６名（合計２

５M/M程度）

対象村落におけるVHWC・WPCの設立支援および維持管理

能力向上のための研修の実施。ケアテーカーに対する技

術研修の実施。研修後のVHWC,WPCの活動のモニタリン

グ。 

（人件費・日当など、「マ」負担） 

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
要
員 

県政府（地域開

発・衛生教育普及

員） 

地域開発・衛

生教育 

12名（合計１

８M/M程度）

対象村落におけるVHWC・WPCの設立支援および衛生教育

の実施。研修後のVHWC・WPCの活動のモニタリング。水

利用状況、衛生状況のモニタリング。 

（人件費・日当など、「マ」負担） 
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７．実施工程 
 

ソフトコンポーネント活動の実施工程を図－２に示す。 
 

1
CBMコーディネーターとの協議及び研修マニュアル(案)

の作成

2 県・TA関係者に対する説明会

3 普及員の研修(組織形成)

4 VHWCの設立支援

5
国内準備：情報収集等事前準備

6

普及員の育成

※ムワンザ県、ネノ県普及員への研修

7

住民組織形成・住民参加活動

8

運営維持管理体制の強化

9

衛生教育

10

作業実施内容の検証

11

モニタリング、評価

12
報告書作成、提言、報告

1．村落運営維持管理

2．ローカルコンサルタント

活
動
人
員

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー

ネ
ン
ト

詳細設計時

活動項目 1

工事開始前～工事中 工事後
活動時期

活
動

32 4

 
図－２ ソフトコンポーネント活動の実施工程 

 
 
８．成果品 

活動の主要な成果品は以下のとおりである。 
（１） ソフトコンポーネント完了報告書 
（２） 維持管理普及員用研修用マニュアル（組織管理、保守点検･修理技術、衛生教育） 
（３） VHWC、WPC用研修用マニュアル（組織管理、保守点検･修理技術、衛生教育） 
（４） VHWC、WPC設立リスト 
 
 
９．ソフトコンポーネントの概算事業費 

活動計画に示した日本側負担事項の概算事業費は約 13,852千円と見積もられる。 
 
 
１０．相手国実施機関の責務 
１０－１ 「マ」国政府負担 
（１）ソフトコンポーネント活動に必要な負担について、「マ」国側と日本側のそれぞれの負担

事項を表―７に示す。いずれもミニッツにおいて、確認済み。 
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表－７  ソフトコンポーネント活動に必要な負担事項 
活動 日本側負担事項 マラウイ側負担事項 

１－１ 研修マニュアルの作成 ・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルタントの人件費

・資料作成費 

・ＣＢＭコーディネーター日当 

１－２ 県関係者に対する説明会 ・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルタントの人件費

・車輛費 

・県政府関係者日当 

１－３ TA関係者に対する説明会 ・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルタントの人件費

・車輛費 

・ＣＢＭコーディネーター 

および普及員の日当 

・車輛費 

１－４ 村落レベルにおける運営維持管理体

制の強化 

・VHWC未設置の村落におけるVHWCの設立支援

・WPCの設立支援 

・VHWCおよびWPC役員に対する研修 

・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルタントの人件費

・車輛費 

・普及員の日当 

・車輛費 

２－１ CBMコーディネーターによる普及員

の研修 

・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルタントの人件費

・車輛費 

・資料複写費 

・筆記用具・メモ帳 

・ＣＢＭコーディネーター 

および普及員の日当 

・車輛費 

２－２ 普及員による村落の巡回（研修およ

びモニタリング） 

・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルタントの人件費

・車輛費 

・資料複写費 

・筆記用具・メモ帳 

・普及員の日当 

・車輛費 

３－１ 対象村落における衛生教育 ・邦人コンサルタントおよび

現地コンサルトの人件費 

・車輛費 

・資料複写費 

・普及員の日当 

・車輛費 

 
（２）「マ」国側で必要になる経費 

普及員増加分給与、車両関係費、ソフトコンポーネントに関わる「マ」国側経費は以下の通

り(表－８)。これはMoIWDの経常費の約1.2％に該当し、負担可能な金額である。 
 

表－８ 水開発局運営維持管理費用(両県、MK) 
 内容 金額 備考 

ソフトコンポーネント活動の

「マ」国側負担経費 

地域CBMコーディネーター日当、水資源開発普

及員日当、保健局普及員日当、地域開発普及

員日当、車両関係費 

1,623,000 

ソフトコンポー

ネント実施時期

のみ 

普及員増加分給与・日当など 

供与車両の関係費 

普及員増加分給与、日当、車両関係費、車両

維持管理費 
891,000 毎年必要 

合計 2,514,000  

 
１０－２ 給水施設の維持管理に必要な経費 

維持管理上、村落で必要になる経費を表―９に示す。ハンドポンプ施設の修理は、水源毎に

設置される給水施設委員会に配置する保守点検係と、地域ごとに重大な修理を実施するエリア

メカニックによって実施される。年間あたりのハンドポンプの磨耗部等の交換を本体価格の

5％程度、ポンプは 15 年ごとに更新すると想定すると、1 戸当たりの 1 ヶ月水料金約 MK35 で

ある。一方、社会状況調査では、1 戸 1 ヶ月あたり MK50～60 の支払い可能額が調査結果とし

て想定されており、運営維持管理用の金額としては十分なものと考えられる。 
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表－９  給水施設の維持管理に必要な負担事項（村落、MK） 
No. 項目 年間あたりの費用 年間費用 １戸当たり月額（50

戸として） 

１． 給水施設委員会役員及び実

務担当者費用 

基本的に役員等は村落民が交替制で

行う。 

0 0 

２． スペアパーツ購入費 ハンドポンプ購入価格の5％、USD761

ｘ0.05 

5,708 9.51 

３． エリアメカニック契約費 年間契約 400 0.66 

４． ポンプ修理 ハンドポンプ購入価格の5％、USD761

ｘ0.05 

5,708 9.51 

５． 更新積み立て費 更新期間を15年とする。ポンプは運

搬、設置費用のため、購入価格の20%

増し。 

9,132 15.22 

 合計  20,948 34.90 

以上
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添付資料６．参考資料/入手資料リスト 

調査名 マラウイ国 地下水開発計画準備調査 

番号 名  称 
形態 

（図書・ビデオ・

地図・写真等） 

オリジナル 
・コピー 発行機関 発行年 

1 Socio Condition Survey for Ground Water Development in 
Mwanza and Neno Districts in the Sourthern Malawi <Main 
Report> 

図書 オリジナル FISD  

2 Socio Condition Survey for Ground Water Development in 
Mwanza and Neno Districts in the Sourthern Malawi 
<Appendix1:Bio Data for Socio condition survey for Mwanza 
and Neno> 

図書 オリジナル FISD  

3 Socio Condition Survey for Ground Water Development in 
Mwanza and Neno Districts in the Sourthern 
Malawi<Appendix2:Sketch Maps for MWANZA District> 

図書 オリジナル FISD  

4 Socio Condition Survey for Ground Water Development in 
Mwanza and Neno Districts in the Sourthern 
Malawi<Appendix3: :Sketch Maps for NENO District> 

図書 オリジナル FISD  

5 First Annual Sustainability Check for the Water, Sanitation and 
Hygiene (WASH) Project <Final Report> 

図書 コピー PrinceWaterHouse Coopers 2009年7月 

6 Establishment of Community Based Operation and 
Maintenance System in UNICEF Supported 12 Districts of 
Malawi 

図書 コピー MoIWD 2007年8月 

7 Technical Specifications and Procedures (Drilling and 
Construction for Boreholes for HandPump Programme) 

図書 コピー UNICEF Malawi 2007年 

8 Guidelines for Trainers Training of Water Committees in the 
Construction of Handpump Facility on Drilled Borehore 

図書 コピー ？？ 2007年8月 

9 DRAFT Implementation Manual for Point Water Supply 
System 

図書 コピー MoIWD 2009年9月 

10 MWANZA District TA NTHACHE 地図 オリジナル -  
11 MWANZA District TA NTHACHE TA KANDUKU 地図 オリジナル -  

12 NENO District TA SYMON 地図 オリジナル -  
13 NENO District TA NGOZI/CHEKUCHEKU 地図 オリジナル   
14 Mlaui     

15 Dambe 地図 オリジナル -  
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番号 名  称 
形態 

（図書・ビデオ・

地図・写真等） 

オリジナル 
・コピー 発行機関 発行年 

16 (2)Drilling Annual Results and Plans ファイル綴じ －   

17 List of Best Private Drilling Companies in Malawi ファイル綴じ －   

18 (3) Main Specification of the existing drilling rig ファイル綴じ －   
19 降雨資料 

・ムワンザ：1935～2006年（欠測期間あり） 
・ネノ：1947～2007年（欠測期間あり） 

電子データ －   

20 Guideline and national standard for constituents of health 
significance as compiled by central water laboratory 

ファイル綴じ － Central Water Laboratory   

21 International Memorandum Subject:Invitaion to Meeting on 
Japan’s grand Aid for the Improvement of Capabilities to Cope 
with Natural Disaster caused by Climate Change 

ファイル綴じ － Ground Water Division  

22 上記に係る供与機材仕様書 ファイル綴じ － Ground Water Division   
23 Ground Water Division 組織図 ファイル綴じ － Ground Water Division  

24 Drillers List ファイル綴じ － Ground Water Division  

25 Quotation for Drilling Borehole ファイル綴じ － Ground Water Division  
26 Ground Water Drilling Rigs, Compressors and Cargo Trucks ファイル綴じ － Ground Water Division  
28 List of Drilling Company in Malawi ファイル綴じ － Ground Water Division  

29   Hydrogical Network- Southern Malawi ファイル綴じ － Ground Water Division  
30 Registered Contractors 2008/2009 ファイル綴じ －   

31 Afridev Handpump その他資料（現地

企業） 
－   

32 2010/2011 Provisional Ceiling for Development Budget A4紙 －   

33 Department of Planning Report from NOV,. 2009 to MAR., 
2010 Presented at MoIWD Management Meeting in Held on 
29th March, 2010 Held in MoIWD Conference Room 

A4紙 －   

34 Department of Planning in the Ministry of Irrigation and Water 
Development (MoIWD-HQS) 

A4紙 －   

35 Contributions to the State of the Nation Adress for the 2010/11 
Budget Session 

A4紙 － MoIWD  

36 Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 
Estimate for the use of Improved Drinking Water Sources 

A4紙 － -  
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番号 名  称 
形態 

（図書・ビデオ・

地図・写真等） 

オリジナル 
・コピー 発行機関 発行年 

37 Water Inventory For NENO T/A CHEKUCHEKU ファイル綴じ － －  

38 Water Quality Data on selected groundwater points in Mwanza 
and Neno District 

ファイル綴じ － MoIWD  

39 Progress Report of Emergency Project of Drilling Borholes by 
UNICEF FUNDS 

ファイル綴じ － Government of Malawi  
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添付資料７．1）調査対象村落リスト 
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添付資料７．2）社会条件調査概要 

 
1) 調査対象地区の位置及び候補サイト数 

社会条件調査はマラウイ国南部に位置するムワンザ県およびネノ県の調査対

象地域において2010年5月に実施された。マラウイ国では行政単位である県は、

地方自治農村開発省の管轄下にあり、県はいくつかのTA地区（伝統首長領）に

分けられ、TAはさらに集団村落と村落に分けられている。これらの地区はそれ

ぞれの長（チーフ）が管轄している。 
調査対象地域に関連するTAは次の表に示すとおりであり、これらの地区には

合計で411候補サイトが含まれる。（表8-1参照） 
 

表8-1 各TA地区別調査対象サイト数 
 

県 地区（TA、Sub-TA） 候補サイト数 1/ 
ムワンザ Nthache 47 
 Govati (Sub-TA) 46 
 Kanduku 80 
 小計 173 
ネノ Dambe 92 
 Chekucheku 41  
 Mlauli 49 
 Symon 57 
 小計 238 
 合計 411 
註： 1/ 候補サイト = ハンドポンプ設置候補サイト。村落内に複数の候補サイトのある村落が含まれている。 
 
2) 村落人口 

調査対象村落数はムワンザ県およびネノ県の267村であり、これらの村落には

411候補サイトが含まれている。人口は合計で192,834人であり、世帯数は42,756
である。人口データを表8-2に示した。 

表8-2 TA地区別村落人口データ 
 
県 地区

（TA/Sub-TA） 
村落数 候補サイ

ト数 
村落人口 世帯数 村落平均人口 

ムワンザ Nthache 46 47 33,527 7,672  729 
 Govati 40 46 17,738 3,908  443 
 Kanduku 60 80 44,025 9,952  734 
 小計 146 173 95,290 21,532  653 
ネノ Checkucheku 26 40 20,071 5,052  772 
 Dambe 46 92 31,358 6,247  682 
 Mlauli 23 49 20,214 4,641  879 
 Symon 26 57 25,901 5,284  996 
 小計 121 238 97,544 21,224  806 

合計 267 411 192,834 42,756  722  
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3) 経済状況 
 
調査対象地域の主要産業は農業、すなわち作物の生産活動である。人口のお

よそ90%は農業部門に従事している。そのほかの経済活動は水産養殖、商業、建

設、小規模工業等である。生産されている主な食用作物はメイズ（主食）、キ

ャッサバ、キビ（ミレット）、モロコシ等である。換金作物はタバコ、綿花、

ジャガイモ、南京豆等である。 
 
4) 社会インフラ 
 
医療施設は県立病院、保健所、クリニックおよびヘルスポスト（診療所）が

ある。各県庁所在地に県立病院が設置されているほか、ムワンザ県とネノ県に

はそれぞれ3か所と9か所の保健所および58か所と54か所の診療所がある。主な

疾病はマラリア、下痢症、赤痢、眼病、皮膚病および呼吸器疾患である。住民

のおよそ30%は下痢症などの水因性疾患に罹っている。住民の治療に関わる費用

は世帯あたり75クワチャ（Govati地区）から135クワチャ（Symon地区）であり、

全世帯の平均では一か月あたり100クワチャとなっている。 
ムワンザ県とネノ県にはそれぞれ43か所と121か所の小学校がある。およそ3

村落に一つの小学校がある計算となる。教師の数は小学校あたり平均で5ないし

6名である。 
 
5) 既存のハンドポンプと村落住民組織 
 
表8-3に示すとおり、ムワンザ県とネノ県の村落のそれぞれ77%と75%には既

存のハンドポンプが設置されている。これらのハンドポンプ施設の運営維持管

理のための村落衛生水管理委員会（VHWC）は大部分の地区で70%強の組織率と

なっている。ただし、Dambe地区ではVHWCの組織率は46%となっている。 
 

表 8-3 既存のハンドポンプ（HP）と住民組織 

県 地区 
（TA/Sub-TA） 

村落数 既存のHP数 HP設置村落
数 

VHWC設置
村落数 

VHWC 設 置
村落の比率 

ムワンザ Nthache 46 40 87.0% 29 63.0%
 Govati 40 26 65.0% 31 77.5%
 Kanduku 60 46 76.7% 44 73.3%
 小計 146 112 76.7% 104 71.2%
ネノ Checkucheku 26 22 84.6% 22 84.6%
 Dambe 46 25 54.3% 21 45.7%
 Mlauli 23 18 78.3% 17 73.9%
 Symon 26 26 100.0% 26 100.0%
 小計 121 91 75.2% 86 71.9%
合計  267 203 76.0% 190 71.5%
註: VHWC = Village Health and Water Committee（村落衛生水管理委員会） 
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6) 主要水源 

調査対象村落の既存水源は（１）ハンドポンプ付深井戸（HP)、（２）小河川、

湧水、手掘り井戸などの在来水源、（３）共同水栓付自然流下式管路給水シス

テム、および（４）周辺村落からの取水、である。主要水源とは、住民の50%以

上が日常の生活において使用している水源を意味する。表8-4に示すとおり、伝

統的な手掘り井戸や未処理の湧水、河川水などの在来水源が調査対象村落の主

要水源となっていることがわかる。 
 

 表 8-4 主要水源別村落数 

主要水源 ムワンザ 県 ネノ 県 
 村落数 比率 村落数 比率 
ハンドポンプ付深井戸 63 43% 40 33% 
在来水源 80 55% 81 67% 

自然流下式管路給水システム 2 1.4% 0 0% 
周辺村落からの取水 1 0.6% 0 0% 
合計 146 100.0% 121 100.0% 

 
7) ハンドポンプ（HP）施設までの平均距離 
 
表8-5に示す通り、いずれの地区においても各家庭からハンドポンプ施設まで

の平均距離は500メーター以上となっている。 

表 8-5 ハンドポンプ施設までの平均距離 
単位: メーター 

県 地区（TA / Sub-TA） 雨期 乾期 
ムワンザ Govati (Sub-TA) 866 858 
 Nthache 569 571 
 Kanduku 1,213 927 
ネノ Dambe 520 525 
 Chekucheku (Ngozi) 918 933 
 Mlauli 913 992 
 Symon 716 743 

 
8) 取水および水の保管 
 

20リッター容量のプラスチック製バケツなどの容器が主として水の運搬に使

用されている。10ないし15リッター容量の容器が使用される場合もある。水を

入れた容器は通常、頭上で運搬される。水を運搬する役目は書として女性（婦

女子）が担っている。自転車を使用するケースもあるが、その場合には男性が

水を運搬することが多い。運搬された水は各家庭で50リッター容量のかめなど

に保管される場合が多い。 
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9) 水使用量 

水の使用量は水源の種類と距離によって異なる。表8-6に示すとおり、世帯当

たりの平均水使用量は22リッターから30リッター（一人一日当たり）である。 

表 8-6 TA地区別平均水使用量  

単位:リッター 

県 地区（TA / Sub-TA） 世帯あたり水消

費量 
平均家族数 

(人) 
一人当たり使用量

ムワンザ Govati (Sub-TA) 120 4.5 26 
 Nthache 105 4.4 24 
 Kanduku 130 4.4 29 
ネノ Dambe 110 5.0 22 
 Chekucheku (Ngozi) 105 4.0 26 
 Mlauli 130 4.4 30 
 Symon 110 4.9 22 

 
10) 家計所得と支払意思額 

ムワンザ 県における平均家計所得は2,000クワチャ強である。地区別では、

Govati 地区が2,366 クワチャ、Nthache地区が2,739 クワチャ、そしてKanduku 地
区では4,368 クワチャである。一方、ネノ 県ではMlauli地区で2,939 クワチャ、

Chekucheku地区で2,618 クワチャ、Symon 地区で2,598 クワチャ、そしてDambe
地区では4,138 クワチャとなっている (表 8-7参照.) 

上記家計所得に基づいて水料金の支払い可能額を算定した。家計所得金額の

4%を水料金の支払い可能額と見做した。一方、住民からの聞取りによる水料金

の平均支払い意思額は、表8-7に示すとおり、51クワチャないし64 クワチャとな

っている。 

表 8-7 家計所得と支払意思額  
単位: マラウイ・クワチャ 

県 地区（TA / Sub-TA） 家計所得 水料金支払い可

能額 
水料金支払い意思

額 
ムワンザ Govati (Sub-TA) 2,366 95 49 
 Nthache 2,739 110 59 
 Kanduku 4,368 175 51 
ネノ Dambe 4,138 166 64 
 Chekucheku (Ngozi) 2,618 105 62 
 Mlauli 1,939 78 64 
 Symon 2,598 104 63 
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